
外国人材受入企業等支援事業

外国人材の活用を検討する企業

福岡県外国人材受入企業相談窓口にお問い合わせください。

（１）福岡県外国人材受入企業相談窓口
・外国人材を受け入れる場合の様々な疑問点や、雇い始めてからの雇用管理・職場環境づくり
などについての相談に応じます。
・相談いただいた内容や相談者の地域を勘案して、適任者が相談対応に当たり、必要に応じて、
適切な専門機関をご紹介します。
・ご相談は、来所、電話、FAX、メールにて受け付けます。
・県内４地域での出張相談会を定期的に実施するほか、出張相談員による企業訪問を行います。

（２）福岡県外国人材受入企業講習会
・外国人材を受け入れるにあたって事業主が遵守すべき法令や雇用管理等についての講習会を
オンデマンドで実施します。

〒812―0045　福岡市博多区東公園2番31号　福岡県行政書士会館内
TEL：0120―86―2905　FAX：092－631－0580　E-mail：soudan01＠gyosei-fukuoka.or.jp
※令和 6年度受託者：福岡県行政書士会

外国人労働者が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮し適正に就労できるよう、県内企業を対象に、
窓口等での相談対応や、講習会を実施します。

福岡県外国人材受入企業相談窓口

お問い合わせ先

人材を確保したい

対象者

内　容

活用方法

職業訓練の認定（職業訓練振興対策）

福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課 技能振興係
TEL：０９２―６４３―３６０３

実施する職業訓練について、国が定める基準に適合することの認定を受けたい事業主等

事業主等が、実施する職業訓練のうち、職業能力開発促進法に定められた一定の基準（教科、訓練期
間、指導員、設備等）に適合する職業訓練については、申請により知事の認定を受けることができま
す。

この認定を受けて事業主等が行う職業訓練を認定職業訓練といい、令和6年4月現在、県内で29事業
所・団体が認定職業訓練を実施しています。

知事の認定を受けて職業訓練を実施する場合は、下記のメリットがあります。
一定の要件を満たす認定職業訓練施設については、「職業能力開発校」等の名称を用いることがで
きます。
認定訓練の修了者は、技能検定及び職業訓練指導員免許の取得に当たって、試験の一部免除や、必
要な実務経験年数の短縮等が受けられます。
認定職業訓練実施者及び優秀修了者に対する知事の表彰制度を実施しています。
中小企業の事業主またはその団体が雇用保険被保険者である在職者等を対象として実施する認定職
業訓練に対しては、予算の範囲内で運営費の一部が県から補助されます。

事業主等が実施する職業訓練が、国が定める基準に適合することを知事が認定することにより支援する制
度です。
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